
　商 品 概 要 説 明 書 西日本シティ銀行

（2026年4月1日現在適用中）

１．商品名 ・NCBセキュア・プレミア（貯蓄預金）

２．ご利用いただける方 ・個人のお客さまのみ

３．期間 ・定めなし

４．お預け入れ方法

　(1)お預け入れ方法 ・本商品専用の貯蓄預金口座を開設後、窓口またはA T Mで随時お預け入れいただけます。

　(2)お預け入れ金額 ・1円以上

　(3)お預け入れ単位 ・1円単位

５．払い戻し方法 ・窓口またはATMで随時払い戻しいたします。

６．利息

　(1)適用利率 ・毎日の最終残高に応じ、毎日の店頭表示利率に当行が定める金額階層別の上乗せ利率

　を加算した利率を約定利率として適用いたします。

・金利は預入残高すべてに適用します。 

①1,000万円未満 ②1,000万円以上5,000万円未満

③5,000万円以上1億円未満 ④1億円以上

　(2)利払い頻度 ・毎月の当行所定の日に、この預金に組み入れます。

　(3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、当行の店頭に表示す

　る残高に応じた毎日の利率により、1年を365日とする日割り計算を行います。

７．税金 ・2013年1月1日から2037年12月31日までにお受け取りになる利息については、

　復興特別所得税が追加課税され、20.315％の源泉分離課税（国税15.315%、地方税5%）

　となります。

・マル優ご利用の場合は非課税です。

８．手数料 ・最後のお預け入れまたは払い戻し（該当普通預金のお利息の元本への組入れおよび未

　利用口座手数料の引落を除きます。）から2年以上、一度もお預け入れまたは払い戻し等

　がない場合、未利用口座としてお取り扱いいたします。ただし、一定の場合には対象外とな	

　ります。

・未利用口座となった場合は、文書にてお届けのご住所あてに事前に「ご案内」を差し上げ

　ます。

・未利用口座となってから、一定期間（約3か月）経過後もご利用もしくはご解約のお手続き

　がない場合、年間1,320円（税込）の未利用口座手数料を引き落としいたします。

・口座残高が未利用口座手数料未満の場合は、口座残高の全額（未払利息を含みます。）

　をもって、未利用口座手数料の一部として充当のうえ、同口座を解約いたします。

９．付加できる特約事項 ・マル優のお取り扱いができます。

１０．金利情報の入手 ・当行インターネット上のホームページをご覧いただくか、または店頭にお問い合わせください。

　　　方法

１１．その他参考となる ・本商品は、インターネットバンキング（以下NCBダイレクト）および西日本シティ銀行アプリ（以下

　　　事項 　NCBアプリ）への登録ができません。また、当該サービスを経由したお預け入れもできません。

・本商品をご契約いただいた場合であっても、他の預金商品はNCBダイレクトおよびNCBアプリ

　の登録はできます。

・本商品はNCBダイレクトの利用を制限することで第三者による不正送金を防止し

　ますが、すべての金融犯罪および特殊詐欺等を防止するものではありません。

　【本商品で防止できない金融犯罪および特殊詐欺等の例】

　・通帳・キャッシュカードを直接第三者に渡し、暗証番号を教え不正に出金された

　・窓口、ATMでお客さまご自身が出金、振込を行った（振込詐欺等）

・この預金による、総合口座取引はできません。

・この預金では、給与、年金、配当金および公社債元利金等の自動受取口座として指定およ

　び各種公共料金等の自動支払いをすることはできません。

・この預金は預金保険の対象商品になっています。同制度により保護される他の預金等と

　合算して、１預金者あたり元本1,000万円とその利息が保護されます。

・万一不正や被害が疑われる場合、当行は所定の調査・一時措置(口座の一時停止等)

　および関係当局への報告等を行います。

・被害が発生した場合は速やかに当行へご連絡ください。

・万一被害が生じた場合、当行所定の手続きおよび基準に基づき発生状況を確認し、

　補償の可否を判断します。

１２．当行が契約している ・一般社団法人全国銀行協会

　　  指定紛争解決機関 　　 連絡先　全国銀行協会相談室

電話番号　0570-017109　または　03-5252-3772
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